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１．都市計画提案制度とは 

 

平成１４年の都市計画法改正により、都市計画提案制度が創設されました。 

この都市計画提案制度は、市民や団体等が行う自主的な都市づくり・地域づくり 

の取り組みを都市計画行政に積極的に反映されることを目的とし、市民等が都市づ

くりに積極的に参加し、都市計画の決定又は変更等の提案を行政に対して申し出る

ことができる制度です。(都市計画法第２１条の２) 

 

２．都市計画とは 

 

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要な事項を定め 

た計画で、都市計画法に基づき定められています。 

＜主な都市計画の内容＞ 

① 市街化区域、市街化調整区域の区分 

② 用途地域や地区計画などの土地利用に関するもの 

③ 道路、公園などの都市施設 

④ 土地区画整理事業や再開発事業など一体的な土地の開発に関するもの 

 

３．都市計画の提案をするには 

（１） 提案の事前相談 

事前相談については、計画提案概要書(様式 1)の提出をお願いします。 

都市計画の提案手続きを円滑に進めるため、提案される内容について事前 

相談を都市建設部都市政策課で行い、都市計画の制度等について説明します。 

・ 提案権者、提案要件、提出書類、提案にかかる判断基準、取り扱いフロ

ーなどを説明します。 

・ 提案される内容に応じた所管課を確認するとともに、当該所管課が事前

相談の対応にあたるよう引継ぎます。必要に応じて、調整が必要な関係

課等を紹介させていただく場合もあります。 

 

・ 提案の検討に際し必要となる情報(都市計画マスタープランの内容や関

連する都市計画及び関連法令、その他提案に際し必要な情報) 

などについて説明します。 

 

 



（２） 提案の要件 

都市計画法による計画提案をするには、次の要件に該当する必要があります。 

① 提案できる方(次のいずれかに該当する方が提案できます。) 

ア：提案の対象となる土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件

を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定

されたことが明らかなものは除きます。）を有する人 

イ: まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定   

非営利活動促進法第２条第２項の特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、

民法第３４条の法人（営利を目的としない公益法人）その他の営利を

目的としない法人、 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若

しくはまちづくりの推進に関して経験と知識を有するものとして国土

交通省令で定める団体 

 

② 提案する区域の面積 

提案を行う区域が０．５ｈａ以上の一団の土地であること。ただし、都市

計画法第１２条の４第１項第１号に規定する地区計画に限り、提案できる

最小区域面積を０．３ヘクタールとすることができる。 

 

③ 提案する区域の土地所有者等の同意（以下のすべてを満たすことが必要と

なります。） 

ア：提案する区域の土地所有者等について、総人数の２／３以上の同意 

 

イ：提案する区域内の土地所有者等のうち、同意された方々が所有する土

地の地積と借地権の目的となっている土地の地籍の合計が、提案区域

内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積の合計の

２／３以上の同意 

 

＊ 同意の対象となる土地は、国又は地方公共団体の所有している土地で

公共施設の用に供されている土地を除いたものです。 

＊ 共有者及び共同借地権者は、それぞれ１地権者として扱い、同意した

人の数は共有持分の割合とし、また同意した土地の地籍は共有持分の

割合で按分した面積とします。 

＊ 持ち分割合が不明の場合は、等分とします。 

 

④ 提案できる内容 

都市計画法に基づき市が定める都市計画について提案できます。（都市計

画法第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計



画マスタープラン）を除く。） 

また、都市計画法第１３条及びその他法令の規定に基づく都市計画に関す

る基準に適合するものであることが必要です。 

 

（３） 提案に必要な書類 

① 計画提案書（様式２） 

② 都市計画の素案 

ア 計画書（様式３） 

イ 位置図（1/10,000程度の地形図に計画区域を示したもの) 

ウ 区域図（1/2,500程度の地形図、地番図に計画区域を示したもの） 

エ 計画図（1/2,500程度の地形図に提案する都市計画の内容を表示し

たもの） 

オ その他参考図(断面図等必要に応じたもの) 

③ 提案資格の有することを証する書類 

ア 土地所有者等一覧表（様式４） 

          イ 土地所有者等同意書（様式５） 

ウ 全ての土地に対する土地登記簿謄本及び公図の写し（交付後３ヶ月

以内のもの。未登記の場合は、契約書等権利を確認できる書類） 

エ まちづくりＮＰＯ法人等による提案の場合 

登記事項証明書（交付後３ヶ月以内のもの）、定款など  

オ まちづくり実績団体による提案の場合 

開発行為実績調書(様式６)、誓約書（様式７）、登記事項証明書（交

付後３ヶ月以内のもの）、定款など 

     カ 土地所有者及び計画区域周辺の住民等へ説明の経過に関する資料 

（様式８） 

キ 提案区域を含む周辺環境への検討に関する資料（様式９） 

 ク その他市長が必要と認める書類 

 ケ 取下届（様式１０） 

＊ 既に提案した書類を取り下げ場合など 

 

（４） 提案の受付 

提案の受付は下記により行います。 

① 計画書類は、提案の内容にかかわらず都市政策課へ提出してください。な

お、提案内容の決定権者が滋賀県の場合には、滋賀県に提出いただくこと

もあります。 



② 提案内容については、前記「（２）提案の要件」に基づいて確認いたしま

す。その際、提案要件を満たしていない場合は、提案者にその旨を通知し

ますので、原則、その通知から３ヶ月以内に補正してください。要件に適

合する見込みがない場合及び補正が行われない場合は、提案者に手続きを

終了する旨通知します。 

③ 受付後に提案内容に変更がある場合は、原則として提案を取り下げのうえ、

再度提出していただくことになります。  

 

４．都市計画の決定 

提案内容が、都市計画法第１３条、その他法令の規定に基づく都市計画に関す

る基準・各種法令、野洲市のまちづくりに関する各種の方針に沿ったものである

かなど関係各課、関係機関と調整し、周辺環境への環境や地権者・周辺住民の合

意状況など総合的な観点から、庁議を経て判断します。 

判断等を行う際には、提案者に対して資料の提供や説明を求めることがありま

すのでご協力をお願いします。 

 

（１）計画決定する場合 

 

提出された都市計画の提案について、市が都市計画の決定が必要であると判

断したときは、次の手続きを行います。 

 

  ① 都市計画決定にかかる案の作成 

  ② 都市計画案にかかる説明会若しくは公聴会の開催、必要があるときは野洲

市都市計画審議会へ意見聴取 

  ③ 都市計画案の縦覧 

  ④ 野洲市都市計画審議会への付議 

  ⑤ 提案者へ結果の書面通知 

  ⑥ 告示等都市計画決定に係る手続き 

  

 また、都市計画審議会に付議するにあたって、次の手続きを行います。 

  

 ⑦ 都市計画審議会の開催日が決定次第、日程とともに計画提案に対する市の

判断、理由の要旨、都市計画の案等をあらかじめ提案者に通知します。 

 ⑧ 提案者は、市の作成した都市計画の案に意見がある時は、開催通知におい

て指定する期日までに、書面で意見を提出することができます。 

 ⑨ 意見の提出があった場合は、都市計画審議会に報告します。 

 



（２）計画決定しない場合 

 

提出された都市計画の提案について、市が都市計画の決定の必要がないと判

断したときは、次の手続きを行います。 

① 野洲市都市計画審議会への意見聴取 

② 提案者へ結果の書面通知 

 

５．提案結果の公表 

本市の都市計画に対する考え方などを、提案結果について次の内容をホームペ

ージ等で公表します。 

 

（１）都市計画の決定又は変更をした場合 

 都市計画の素案、判断理由、決定又は変更した都市計画の内容、決定又

は変更の理由 

 

（２）都市計画の決定又は変更をしなかった場合 

 都市計画の素案、判断理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


